
別表１

1 車種等

1 2 3 4 5 6

普通乗用自動車
(ハイブリッド車）

軽貨物自動車 軽貨物自動車 小型貨物自動車 小型貨物自動車 小型貨物自動車

ステーションワゴン バン キャブオーバー キャブオーバー バン バン

５ドア 軽ワンボックス 軽トラック トラック(平ﾎﾞﾃﾞｨ） ライトバン ワンボックス

仕　様 令和元年式以降 令和元年式以降 令和元年式以降 令和元年式以降 令和元年式以降 令和元年式以降

無鉛ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ 無鉛ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ 無鉛ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ 無鉛ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ 無鉛ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ 軽油

1,450～2,000 660以下 660以下 1,400以上 1,400～1,600 2,400以上

5 2/4 2 2又は3 5 3/6/9

装備品 ○ ○ ○ ○ ○ ○

付属品 ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 〇 ○ ○

○ ○ ○ 〇 ○ ○

１人につき無制限

１事故につき無制限

１事故につき時価額

１名につき3,000万円まで

年式

油種

総排気量（CC）

定員（名）

変速機

自動車仕様書

区分番号

車　　　　種

形　　　　状

ボディタイプ（通称）

AT限定免許で運転可能なもの

駆動方式 ４ＷＤ

その他 禁煙車とする

ｽﾍﾟｱﾀｲﾔ（標準工具含む）又はﾊﾟﾝｸ修理ｷｯﾄ

ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ（ﾓﾆﾀ含む）

ﾊﾞｯｸｶﾒﾗ（ﾓﾆﾀ含む）

冬タイヤ、冬ワイパー（10月以降使用車）

ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ
別表３「納入場所別車両予定一覧」のとおり

ETC車載器

　　別表２「自動車納入場所一覧」及び別表３「納入場所別車両予定一覧」のとおり

３　保険補償制度

　(1)　対人賠償　　　

　レンタル自動車には左記の条件以上の保険・補償制度が備えられているものとし、事故等
により損害が発生した場合は、原則として当該保険・補償制度により補填する。
　保険・補償制度の免責額については賃貸人の定める約款等によるものとする。

　(2)　対物賠償

　(3)　車両賠償

　(4)　人身傷害賠償

　(3)使用期間が10月以降に及ぶ場合は、冬用タイヤ及びワイパーへの交換を行うこととする。

賃貸借料単価（円）
１台１か月当たり

４　ノンオペレーションチャージ

　　賃借人の責に帰すべき理由によりレンタル車に損害が発生し修繕等が必要となり、その期間中の営業補償が必要と認められる場合は、双方協議のうえ賃借人が賃貸人に

 ノンオペレーションチャージを支払うものとする。

５　その他の事項

　(1)車検及び法定点検等の整備を行う場合は、少なくともその１ヶ月前には、自動車を使用している試験研究機関へ連絡することとする。

　(2)納入及び返却場所は自動車を使用する各試験研究機関とし、納入期限は始期の前日までとする。

２　納入場所及び各納入場所毎のレンタル車両予定


